立川市長　殿
指定管理者指定申請にかかる誓約書
立川市公の施設にかかる指定管理者指定申請を行うにあたり、下記の事項及び提出書類の内容について事実に相違ないことを誓約します。
記
１　立川市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例第４条に該当しない。

２　地方自治法施行令第167条の４に該当しない。
３　地方自治法第244条の２第11項の規定による指定の取消しを受けたことがない。
４　代表者その他役員及び全ての構成員を含め、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に掲げるものに不当な利益及び便宜を供与または関与していない。
５　児童館の管理運営及び放課後児童健全育成事業（学童保育）を令和３年４月１日以降、通算２年以上行っており、指定期間における安全かつ円滑な運営を行うことができる。もしくは立川市内で社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条に規定する社会福祉事業の運営を通算５年以上行っている事業者（社会福祉法人）であって、児童館、放課後児童健全育成事業、認可保育所のいずれかの運営を通算３年以上行っており、指定期間における安全かつ円滑な運営を行うことができる。
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